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鴨川市いじめ防止基本方針 【概要版】

第１章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

１ いじめの定義

いじめとは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児

童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

２ いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒がいじめが絶対に許されない行為であ

ることを認識し、安心して学校生活が送ることができるよう、いじめのない環境整備に取

り組んでいかなければならない。また、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護する

ことが特に重要であることを認識し、市、学校、保護者、地域住民その他の関係者の連携

の下に、実施されなければならない。

３ 市いじめ防止基本方針策定の目的

市全体で児童生徒の健全育成を図り、いじめのない社会の実現を目指す。

第２章 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

市が実施する対策

１ 組織の設置

(1) 鴨川市いじめ問題対策連絡協議会の設置

いじめの防止等に関する関係機関との連携強化を図るため設置。市立学校、千葉地方

法務局館山支局、君津児童相談所、鴨川警察署、市長等により構成される。

(2) 鴨川市いじめ問題対策調査会の設置

いじめの防止等のための対策を効果的に実施し、専門的な見地から調査するため、教

育委員会の附属機関として設置。医療、心理、福祉、人権等の識見者により構成される。

２ 各種施策

(1) 相談体制の充実及び情報収集体制の充実

・スクールカウンセラーの配置等の相談体制の充実

・学校、保護者、地域住民等の連携の強化、体制の整備

(2) いじめの防止及び早期発見

・市立学校を訪問し、生徒指導体制及び道徳教育、人権教育等の指導体制を確認、指

導する。

・市立学校の生徒指導に関する会議、研修等に積極的に参加し、指導・支援する。

・定期的にいじめ調査等を実施し、交友関係や人間関係などのいじめの実態を把握す

る。

・いじめの問題等について、児童生徒が一人で悩むことがないよう、気軽に相談でき

る体制を整え、相談機関について、各家庭に周知を図る。

(3) 人材の確保及び資質の向上

教職員の研修を充実させ、資質能力の向上を図る。

(4) 啓発

４月を「いじめ防止啓発月間」とし、広報等により啓発活動を実施する。

(5) インターネットを通じて行われるいじめへの対策

いじめの防止と効果的な対処ができるよう関係機関と連携して、資料等を配布するなど

啓発活動を実施し、児童生徒や保護者、教職員の意識を高める。
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(6) 調査研究

対策の実施状況等について、調査研究及び検証を行うとともに、その成果の普及に努

める。

(7) 財政措置

対策を推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努める。

３ いじめへの対応

(1) いじめに対する措置

教育委員会は、市立学校からいじめの報告を受けたときは、必要な支援を行い、必要

な措置を講ずることを指示し、又は自ら必要な調査を行う。

(2) 市立学校の指導の在り方及び警察への通報・相談による対応

関係機関との連携の下、被害児童生徒の安全を確保するとともに、加害児童生徒に対

しては、事情を聴取し、再発防止に向けて適切かつ継続的な指導及び支援するための必

要な措置を講ずる。

なお、犯罪行為として早期に警察に相談することが必要なものや、生命、身体等に重

大な被害が生じるようなものについては、早期に警察に相談・通報し、連携した対応を

図ることが必要であることを市立学校に指導・助言する。

市立学校が実施する対策

１ 市立学校いじめ防止基本方針の策定

市立学校の実情に応じて定め、ホームページなどで公開する。

２ 組織の設置

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を置き、必要に応じて、心理や福祉等

の専門的な知識を有する者の参加を求める。

３ 各種施策

(1) いじめの防止

心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に参加・

活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。また、児童生徒自らがいじめを自分

たちの問題として考え、主体的に話し合う機会をつくることができるよう支援する。

(2) いじめの早期発見

ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早期に対応する。そ

のためには、教職員の資質を高め感性を磨くとともに、児童生徒との信頼関係の構築に

努める。

(3) いじめへの対応

いじめを発見した場合、いじめの通報を受けた場合、学校いじめ防止対策組織に速や

かに報告し、被害児童生徒を最優先に保護し、状態に応じた継続的な指導・支援を行う。

また、加害児童生徒に対して、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。

(4) いじめが起きた集団への働きかけ

いじめに気づいた児童生徒に対しては、いじめをやめさせることができなくても、誰

かに知らせる勇気を持つよう指導する。いじめが解消したとみられる場合でも、心のケ

アや指導を継続的に行う。

(5) インターネットや携帯電話を利用したいじめへの対応

千葉県の「ネットパトロール事業」等から情報を得るなど、早期発見、早期対応に努

める。

保護者の役割

保護する児童生徒に対し、日頃からいじめが絶対許されない行為であることを理解させ、

いじめを行うことがないよう、必要な指導に努める。いじめを受けた場合は、生命及び心身
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を保護することを最優先する。

市民の役割

いじめの問題を社会全体に関する課題であるととらえ、学校や保護者と協力し、地域の児

童生徒に対する見守りを行う。もし、いじめを発見した場合又はその疑いがあると感じられ

たときは、市、学校、その他の関係機関に情報を提供するよう努める。

重大事態への対処

１ 重大事態の発生と調査

(1) 重大事態の意味

児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被

害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などを想定する。

(2) 重大事態を認知した場合の対応

重大事態の疑いが生じた時点で、市立学校は、学校いじめ防止対策組織を速やかに開

くとともに、教育委員会に連絡し、被害者等の安全確保とケアを最優先させた組織的対

応を一貫して行う。その後、重大事態と認められる場合、教育委員会は、市長に報告す

るとともに、県教育委員会に情報を提供する。

(3) 調査主体

教育委員会は、調査主体を市立学校にするか、教育委員会にするかを判断する。

なお、従前の経緯や児童生徒又は保護者が望む場合は、教育委員会が調査を実施する。

(4) 調査について

事実関係を明確にするため、国のいじめ防止基本方針の内容により調査を実施する。

(5) 調査を行うための組織

教育委員会が調査主体に当たるときは、対策調査会を活用する。

(6) その他の留意事項

事案の重大性を踏まえ、児童生徒に関して出席停止措置の活用、就学校の指定の変更

等、いじめを受けた児童生徒の支援のための弾力的な対応を検討する。

(7) 情報提供及び調査結果の報告

市立学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童生徒及び保護者に対し、調査によっ

て明らかになった事実関係を情報提供する。

調査結果について、市立学校は教育委員会に報告し、教育委員会は市長に報告する。

２ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置

(1) 再調査

結果報告を受けた市長は、必要があると認めるときは、再調査を行う。

(2) 再調査の実施方法

再調査の実施については、市長が専門的な知識及び経験を有する第三者の意見を求め

ながら調査を行う等の方法により実施する。

(3) 再調査の結果を踏まえた支援等

教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、重大事態への対処又は重大事態と同種の事

態の発生の防止のために、県教育委員会と連携し、指導主事や専門家の派遣による重

点的な支援、心理や福祉の専門家等の派遣等の支援を行う。

第３章 いじめの防止等のための対策の評価及び検証に関する事項

教育委員会は、毎年度、いじめ防止対策の実施状況その他いじめに関する資料等を対策

調査会に提出し、審議を受け、各種施策の改善を進めるとともに、対策調査会の提言等は、

ホームページ等を活用し、周知させる。
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第４章 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

１ 調査結果等の資料の保存について

調査結果等の資料については、市の定める文書の保存に関する規則等に従い適切に取り

扱う。

２ 市いじめ防止基本方針の見直しについて

市いじめ防止基本方針は、対策調査会によるいじめの防止等のための対策の審議に基づ

き、必要があると認めるときは、改善のための見直しを実施し、内容に変更があった場合

は、ホームページ等を活用し、遅滞なく市民に周知させる。

３ その他の留意事項

この基本方針に定めのない事項は、国いじめ防止基本方針に準じて、取り扱う。


